
第９２号議案 

足立区神明三丁目地区地区計画の区域内における建築物の制限に

関する条例等の一部を改正する条例 

 上記の議案を提出する。 

  平成２７年６月２４日 

            提出者 足立区長  近 藤 弥 生 

 

足立区神明三丁目地区地区計画の区域内における建築物の制限に

関する条例等の一部を改正する条例 

次に掲げる条例の規定中「足立区細街路整備助成条例（昭和６０年足

立区条例第３８号）」を「足立区細街路整備条例（平成２４年足立区条

例第６１号）」に改める。 

 （１） 足立区神明三丁目地区地区計画の区域内における建築物の制

限に関する条例（昭和６２年足立区条例第１８号）第４条第１項 

 （２） 足立区扇一丁目地区地区計画の区域内における建築物の制限

に関する条例（平成２年足立区条例第２５号）第４条第１項 

 （３） 足立区中央本町地区地区計画の区域内における建築物の制限

に関する条例（平成３年足立区条例第１９号）第４条第１項 

 （４） 足立区梅島地区地区計画の区域内における建築物の制限に関

する条例（平成３年足立区条例第２０号）第４条第１項 

（５） 足立区伊興町前沼地区地区計画の区域内における建築物の制

限に関する条例（平成５年足立区条例第５０号）第４条第１項 

（６） 足立区舎人四丁目地区地区計画の区域内における建築物の制

限に関する条例（平成５年足立区条例第５１号）第４条第１項 

（７） 足立区梅島一丁目地区地区計画の区域内における建築物の制

限に関する条例（平成１２年足立区条例第５３号）第４条第１項 

（８） 足立区保塚町地区地区計画の区域内における建築物の制限に

関する条例（平成１５年足立区条例第２８号）第４条第１項 



（９） 足立区島根二丁目地区地区計画の区域内における建築物の制

限に関する条例（平成１５年足立区条例第５１号）第４条第１項 

（１０） 足立区江北駅周辺地区地区計画の区域内における建築物の

制限に関する条例（平成１７年足立区条例第５８号）第４条第１項 

（１１） 足立区千住三丁目地区地区計画の区域内における建築物の

制限に関する条例（平成１８年足立区条例第５１号）第５条第１項 

   付 則 

 この条例は、公布の日から施行する。 

 

 （提案理由） 

足立区細街路整備助成条例の改正に伴い、規定を整備する必要がある

ので、この条例案を提出いたします。 


